
1 開 催 日 時 ：

2 開 催 場 所 ： 福岡合同庁舎　本館５階　共用第４会議室

福岡市博多区博多駅東２丁目11番１号

3 出 席 者 ： 公益代表委員 ３ 名

労働者代表委員 ３ 名

使用者代表委員 ３ 名

4 議 題 ： (1)　部会長及び部会長代理の選出について

(2)　福岡県最低賃金額の改定について

5 議 事 要 旨 ： 議題（１）について

　公益代表委員の中から部会長及び部会長代理の選出が行われた。

議題（２）について

　 公益委員からは、労使間の基本的な主張の隔たりが大きいものの、次回専門
部会以降、双方が歩み寄る審議を期待する旨の発言がなされた。

 令和４年度 福岡地方最低賃金審議会 　第１回 福岡県最低賃金専門部会

令和４年８月３日

９:30～11:45

 　労働者側代表委員から、中央最低賃金審議会で示されたＣランク目安額と同じ
30円の改正だけでは、中央と地方の地域間格差が広がるばかりであるため、さら
に上乗せした引上げを求めたいとの主張があった。

　 使用者側代表委員からは、中央最低賃金審議会で示された目安額を福岡県下
に適用する根拠が乏しく、コロナウイルス感染下と円安により中小企業は収益が
圧迫していることを考慮した、適切な金額改正を望むとの主張があった。


